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令和２年（２０２０年）１０月５日 

子 ど も 文 教 委 員 会 資 料 

子ども教育部保育園・幼稚園課 

子ども教育部幼児施設整備課 

 

（第７４号議案） 

 

中野区保育所条例（昭和３６年中野区条例第３号）の一部を改正する条例 

 

中野区保育所条例新旧対照表 

改正案 現行 

（設置） （設置） 

第１条 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。

以下「法」という。）第３５条第３項の規定に基

づき、中野区保育所（以下「保育所」という。）

を次のとおり設置する。 

第１条 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。

以下「法」という。）第３５条第３項の規定に基

づき、中野区保育所（以下「保育所」という。）

を次のとおり設置する。 

名称 位置 

中野区沼袋保育園 （略） 

～  

中野区昭和保育園  （略） 

 

 

 

中野区野方保育園  （略） 

～  

中野区弥生保育園  （略） 

中野区大和東保育園 東京都中野区若宮一丁

目１番２号 

 

 

 

中野区江原保育園 （略） 

中野区もみじやま保 

育園 

（略） 

 

名称 位置 

中野区沼袋保育園 （略） 

～  

中野区昭和保育園  （略） 

中野区あさひ保育園 東京都中野区上高田一

丁目４５番８号 

中野区野方保育園 （略） 

～  

中野区弥生保育園 （略） 

中野区大和東保育園 東京都中野区大和町一

丁目３７番４号 

中野区宮の台保育園 東京都中野区本町四丁

目１４番１３号 

中野区江原保育園 （略） 

中野区もみじやま保 

育園 

（略） 

 

第２条～第７条 （略） 第２条～第７条 （略） 

付 則 （略） 付 則 （略） 

  

附 則  

この条例中中野区あさひ保育園の項を削る改正

規定は令和２年１２月１日から、その他の規定は公

布の日から起算して３月を超えない範囲内におい

て規則で定める日から施行する。 

 

 


